
１．目的

２．方向性

・保安大会（10月）の準

工業保安課、高圧ガス、
火薬関係団体　計６団体

・年３回程度

高圧ガス火薬類保安大会
（表彰）

・四半期に１回＋α※
※講習会資料の検討、作成
等のため必要に応じて追加
で開催

○工業保安課
○地域県政総合ｾﾝﾀｰ(県央､湘南､県西)

○指定都市(横浜､川崎､相模原)

○高圧ガス保安協会
○ＬＰガス協会
○高圧ガス防災協議会
○高圧ガス流通保安協会
○火薬類保安協会
　　　　　計12組織（団体）
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・火薬課題の検討、調整

高圧ガス分科会 火薬分科会

・原則年1回（6月）

①前年度事業報告
②当該年度事業予定
③県・指定都市事故報告
④課題検討
※各団体は、①②は総会資料と
する

保安会議の行政組織と
必要に応じて高圧ガス４団

保安会議の行政組織と
火薬類保安協会

県内の高圧ガス及び火薬類による災害を防止し、もって公共の安全をより一層確実な
ものとするため、県、指定都市、関係団体が一体となって取り組む体制を整備する。

県、指定都市、関係団体をメンバーとする高圧ガス・火薬類保安会議を設置し、高圧ガス、
火薬類の情報交換や課題の検討などを集約して実施する。

神奈川県高圧ガス・火薬類保安推進体制

高圧ガス・火薬類保安会議

・高圧ガス課題の検討、調整
・講習会資料の検討、作成
・地震訓練の検討

・四半期に１回

メンバー 会議開催

会議内容

メンバー

会議開催

メンバー

会議開催

メンバー

会議開催

会議内容

会議内容会議内容
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